
月～金曜日／午前９時・午後４時　パソコン・スマートフォンからも聴けます。

「かつしかインフォメーション（葛飾区提供）」で
区からのお知らせを放送しています！
ラジオのダイヤルはＦＭ７８．９ＭＨｚです。78.9MHz
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国
民
健
康
保
険
運
営
協

議
会
を
傍
聴
で
き
ま
す

確
定
申
告
を
す
る
方
へ

介
護
保
険
料
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
は
、

社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す

特
別
区
職
員
採
用
23
区

合
同
説
明
会

か
つ
し
か
生
き
も
の
ト
ラ

ン
プ
を
販
売
し
て
い
ま
す

▲かつしか生きものトランプ

国
民
健
康
保
険
料

休
日
納
付
相
談

医
療
連
携
相
談
員
（
葛

飾
区
医
師
会
非
常
勤
職

員
）
を
募
集
し
ま
す

特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別区区区区区区区区区区区区民民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税税・・・・・・・・・・・・都都都都都都都都都都都都民民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税税

普 通 徴 収 切 替 理 由
総従業員数が2人以下である
（下記「普B」～「普F」に該当する全ての従業員数（他区市町村分を含む）を差し引いた人数）
他の事業所で特別徴収する（乙欄該当者など）
給与が少なく税額が引けない
給与の支払いが毎月ではないなど不定期である
事業専従者である（個人事業主のみ対象）
退職者または退職予定者（平成29年5月末日まで）である

符号
普A
普B
普C
普D
普E
普F

国
民
健
康
保
険
料
の
改
正
な

ど
に
つ
い
て
審
議
し
ま
す
。

【
日
時
】

▽
1
月
27
日
㈮

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

▽
2
月
7
日
㈫

午
後
7
時
30
分
〜
9
時

【
会
場
】

ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル

（
立
石
5‐

27‐

1
）

【
対
象
】

区
内
在
住
の
方
、
ま

た
は
葛
飾
区
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
各
日
15
人

【
申
込
方
法
】

電
話
で
1
月
24
日
㈫
午
後
5

時
ま
で（
多
数
抽
選
）。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

国
保
年
金
課

�（
5
6
5
4
）8
2
0
9

納
付
書
払
い
ま
た
は
口
座
振
替

で
納
め
た
保
険
料

1
月
下
旬
に
対
象
の
方
へ
区

か
ら
郵
送
す
る
「
介
護
保
険
料

（
普
通
徴
収
）納
付
済
額
の
お
知

ら
せ
」、「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
納
付
済
額
の
お
知
ら
せ
」

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

年
金
天
引
き
で
納
め
た
保
険
料

1
月
下
旬
に
対
象
の
方
へ
各

年
金
保
険
者
か
ら
郵
送
さ
れ
る

「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
（
障
害
年

金
、
遺
族
年
金
を
除
く
）。
本

人
が
申
告
す
る
場
合
の
み
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
担
当
課
】

▽
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

介
護
保
険
課

�（
5
6
5
4
）8
2
4
9

▽
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に

つ
い
て

国
保
年
金
課

�（
5
6
5
4
）8
2
1
3

各
区
・
組
合
の
業
務
内
容
や
、

や
り
が
い
な
ど
を
お
話
し
し
ま

す
。
ま
た
、
技
術
・
専
門
職
の

受
験
希
望
者
を
対
象
に
個
別
相

談
も
行
い
ま
す
。

【
日
時
】

3
月
5
日
㈰

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

【
会
場
】

昭
和
女
子
大
学

（
世
田
谷
区
太
子
堂
1‐

7‐

57
）

【
対
象
】

平
成
29
年
度
以
降
の

特
別
区
職
員
採
用
試
験
の
受
験

希
望
者
4
5
0
0
人
程
度

【
申
込
方
法
】

特
別
区
人
事
委
員
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://www.tokyo

23city.or.jp/saiyou -siken.
htm

）
の
申
込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
、

2
月
6
日
㈪
午
後
5
時
ま
で（
多

数
抽
選
）。

【
問
い
合
わ
せ
】

特
別
区
人
事

委
員
会
事
務
局
任
用
課

�（
5
2
1
0
）9
7
8
7

【
担
当
課
】

人
事
課

区
内
に
残
る
自
然
の
大
切
さ

や
、
区
内
で
見
ら
れ
る
植
物
・

昆
虫
・
野
鳥
・
水
の
生
き
物
た

ち
に
興
味
や
関
心
を
持
つ
き
っ

か
け
と
な
る
よ
う
、
区
と
葛
飾

区
生
物
多
様
性
推
進
協
議
会
が

協
働
し
て
作
成
し
ま
し
た
。
遊

ぶ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
見
て
も

楽
し
め
る
ト
ラ
ン
プ
で
す
。

【
見
本
展
示
・
販
売
場
所
】

区
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
区
役
所
3
階
3
0
4
番
）

【
販
売
価
格
】

3
0
0
円

（
1
人
5
セ
ッ
ト
ま
で
購
入
可
）

【
担
当
課
】

環
境
課

�（
5
6
5
4
）8
2
3
7

保
険
料
の
納
付
な
ど
で
お
困

り
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

1
月
29
日
㈰
午
前
9
時
〜
正
午

【
会
場
・
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
3
階
3
1
5
番
）

�（
5
6
5
4
）8
2
1
3

【
勤
務
内
容
】

区
内
の
病
院
や
診
療
所
、
高
齢

者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
な
ど
へ

の
在
宅
療
養
に
関
す
る
情
報
の

提
供
、
訪
問
診
療
医
や
訪
問
看

護
な
ど
の
必
要
な
支
援
の
調
整
、

関
係
す
る
連
携
会
議
へ
の
出
席

【
募
集
人
数
】

若
干
名

【
対
象
】

保
健
師
、
看
護
師
、
社
会
福
祉

士
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
す

る
方

【
勤
務
期
間
】

2
月
中
旬
〜
9
月
30
日

（
半
年
ご
と
の
更
新
可
）

【
勤
務
日
時
】

月
〜
金
曜
日
の
う
ち
、
週
4
日

ま
た
は
5
日

午
前
9
時
〜
午
後
1
時
ま
た
は

午
後
1
〜
5
時
（
勤
務
日
や
勤

務
時
間
は
応
相
談
）

い
ず
れ
も
午
後
8
時
か
ら
の

連
携
会
議
に
出
席
の
場
合
あ
り
。

【
報
酬
な
ど
】

▽
保
健
師

時
給
2
9
0
0
円

▽
看
護
師

時
給
2
7
0
0
円

▽
社
会
福
祉
士

時
給
2
5
0
0
円

交
通
費
・
有
給
休
暇
あ
り
。

社
会
保
険
加
入
（
勤
務
日
数
・

勤
務
時
間
に
よ
る
）。

【
申
込
方
法
】

事
前
に
電
話
で

申
し
込
み
の
上
、
市
販
の
履
歴

書
と
資
格
を
証
す
る
書
類
の
写

し
を
、
1
月
23
日
㈪（
必
着
）ま

で
に
持
参
か
郵
送
。

【
選
考
方
法
】

書
類
選
考
の
上
、
1
月
下
旬

〜
2
月
上
旬
に
面
接
。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

〒
124‐

0012
立
石
5‐

15‐

12

（
一
社
）葛
飾
区
医
師
会

�（
3
6
9
1
）8
5
3
6

【
担
当
課
】

地
域
保
健
課

平
成
29
年
第
1
回
区
議
会
定
例
会

【
日
程
】

2
月
15
日
㈬
〜
3
月
27
日
㈪（
予
定
）

傍
聴
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

区
議
会
事
務
局

�（
5
6
5
4
）8
5
0
6

粗
大
ご
み
の
受
け
付
け
を
一
時
停
止
し
ま
す

粗
大
ご
み
受
付
セ
ン
タ
ー
の
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た

め
、
次
の
期
間
受
け
付
け
が
で
き
ま
せ
ん
。

【
受
付
停
止
期
間
】

▽
電
話

1
月
29
日
㈰
終
日

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

1
月
28
日
㈯
午
後
8
時
〜
29
日
㈰
午
後
7
時

【
問
い
合
わ
せ
】

粗
大
ご
み
受
付
セ
ン
タ
ー

�（
5
2
9
6
）4
4
0
0

【
担
当
課
】

リ
サ
イ
ク
ル
清
掃
課

事業主の方へ のお知らせ
【提出先・担当課】 〒124‐8555葛飾区役所税務課（区役所3階321番） �5654‐8550

平成29年度給与支払報告書を提出してください
給与所得に係る所得税の源泉徴収をする義務がある事業主は、給与の支払

いを受けている従業員の平成29年1月1日現在の住所の区市町村（住民税課
税担当係）に、次の書類を提出してください。

▼給与支払報告書（総括表）

▼給与支払報告書（個人別明細書）

▼普通徴収切替理由書（普通徴収となる従業員がいる場合）
【提出方法】
1月31日㈫（消印有効）までに税務課（区役所3階321番）へ持参か郵送。
特別徴収を徹底します
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、特別徴収義務者として、特別区民税・

都民税を給与から差し引くこと（特別徴収）が法律で義務付けられています。
平成29年度から、原則として全ての事業主を特別徴収義務者に指定します
ので、ご理解・ご協力をお願いします。
ただし、下表の理由に該当する場合、届け出により納税義務者が納付書な
どで納める方法（普通徴収）が認められます。

【普通徴収への切替届出方法】
給与支払報告書と併せて、「普通徴収切替理由書」を添付し、普通徴収とする

従業員などの個人別明細書の摘要欄に、該当する切替理由の符号（普A～F）
を記入し、提出してください。詳しくはお問い合わせください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は原則、特別徴収となります。

▼普通徴収切替理由書の提出がない、または普通徴収切替理由の符号が個人
別明細書の摘要欄にない。
エ ル タ ッ ク ス

▼ eLTAX※で給与支払報告書を提出（普通徴収切替理由書の添付は不要）す
る場合で、該当する方の普通徴収欄にチェックがない。
※インターネットを利用して地方税における手続きを電子的に行う地方税ポータルシス
テムの呼称

関
係
機
関
の
お
知
ら
せ

電
波
の
安
全
性
に
関
す
る
説

明
会電

波（
電
磁
波
）に
つ
い
て
、

そ
の
性
質
や
身
体
へ
の
影
響

な
ど
を
専
門
家
が
分
か
り
や

す
く
説
明
し
ま
す
。

【
日
時
】2
月
23
日
㈭
13
時
30

分
〜
16
時
30
分【
会
場
】九
段

第
3
合
同
庁
舎
11
階
（
千
代

田
区
九
段
南
1‐

2‐

1
）

【
定
員
】2
0
0
人
【
申
込
方

法
】
1
月
16
日
㈪
か
ら
電
話

で（
先
着
順
）。【
申
し
込
み
・

問
い
合
わ
せ
】
関
東
総
合
通

信
局
電
波
利
用
環
境
課
�

（
6
2
3
8
）1
8
0
4

東
京
水
道
あ
ん
し
ん
診
断
の

実
施（
無
料
）

東
京
都
水
道
局
で
は
、
全

て
の
お
客
さ
ま
に
水
道
局
の

取
り
組
み
を
知
っ
て
い
た
だ

き
、
水
道
水
の
良
さ
を
実
感

し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

お
客
さ
ま
の
ご
意
見
や
ご
要

望
を
き
め
細
か
く
把
握
す
る

た
め
の
東
京
水
道
あ
ん
し
ん

診
断
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
】都
営
水
道
給
水
区
域

の
大
規
模
事
業
者
な
ど
を
除

く
水
道
使
用
者【
期
間
】平
成

31
年
度
ま
で【
内
容
】各
戸
を

訪
問
し
、
簡
易
漏
水
調
査
・

簡
易
水
質
調
査
・
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
・
P
R
冊
子
の
配
布

な
ど【
そ
の
他
】訪
問
す
る
診

断
員
は
、
制
服
・
ネ
ー
ム
プ

レ
ー
ト
を
着
用
し
、
浄
水
器

な
ど
の
販
売
や
金
銭
を
請
求

す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
お
客
さ
ま
の
家

屋
内
に
立
ち
入
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
こ
の
診

断
は
任
意
で
あ
り
、
強
制
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。【
問
い
合

わ
せ
】東
京
都
水
道
局
東
京

水
道
あ
ん
し
ん
診
断
相
談
室

�（
5
6
3
8
）7
5
5
5

（
平
日
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
）

▲このマーク
が目印です

国民健康保険料は原則、口座振替でのお支払いをお願いしています。国民健康保険の加入手続きなどの際は、
キャッシュカードまたは通帳と金融機関届出印をお持ちください。【担当課】 国保年金課（区役所3階315番）�5654‐8213

（４）
平成29年（2017年）1月15日 No.1683


